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平成30年第１回三鷹市議会定例会提出議案概要 

 

 

番 号 

 

   

件  名  及  び  内  容 

 

 

１ 

 

三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する

条例 

 

 

１ コミュニティ・スクール委員会委員の報酬改定等 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、コミ

ュニティ・スクール委員会を同法に基づく学校運営協議会として位置

付けを一本化するため、学校運営協議会委員の規定を削るとともに、

コミュニティ・スクール委員会委員の報酬月額を次のとおり改めるこ

ととした。 

２ 介護認定調査員の報酬改定 

  介護認定調査員の報酬について、報酬月額の上限を次のとおり改め

ることとした。 

３ 報酬の不支給 

月額の報酬を受ける行政委員会等の委員（教育委員会委員、選挙管

理委員、農業委員会委員及び監査委員）が、疾病その他の事由により

月の１日から末日までの間職務を行うことができなくなった場合は、

その月分の報酬を支給しないこととした。 

４ 施行期日 

平成 30 年４月１日 

 

 

 

 

職 名 報酬月額  

 

→ 

職 名 報酬月額 

学校運営協議会委

員 

1,000 円 コミュニティ・ス

クール委員会委員 

2,000 円 

コミュニティ・ス

クール委員会委員 

1,000 円 

職 名 報酬月額  

→ 

職 名 報酬月額 

介護認定調

査員 

212,000 円以内 介護認定調

査員 

225,000円以内 
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２ 三鷹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

 

１ 退職手当の基本額の支給率等の見直し 

  退職手当の基本額の支給率を東京都に準じ、次のとおり改めるとと

もに、最高支給率を43月とすることとした。 

現 行 改正後 

期 間 
支給率（１

年につき） 
期 間 

支給率（１

年につき） 

１年以上10年以下 100分の90 １年以上10年以下 100分の90 

11年以上15年以下 100分の130 11年以上15年以下 100分の120 

16年以上30年以下 100分の160 
16年以上20年以下 100分の160 

21年以上30年以下 100分の150 

31年以上33年以下 100分の150 31年以上33年以下 100分の140 

34年以上 100分の50 34年以上 100分の40 

２ 調整額に係る点数１点当たりの上限額の見直し 

  退職手当の調整額に係る点数１点当たりの上限額を東京都に準じ、

次のとおり改めることとした。 

点数１点当たりの上限額 1,075円 → 1,100円 

３ 施行期日 

平成 30 年４月１日 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三鷹市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 都市緑地法等の改正による建築基準法の一部改正に伴う規定の整

備 

新たな用途地域として、「田園住居地域」（特定の農業用施設の建築

ができる等農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に

係る良好な住居の環境を保護する地域をいう。13の条例も同じ。）が

追加されたことに伴い、対象事務の規定を整備することとした。 

書
き
ぶ
り
は
、
平
成27

①
に
倣
っ
た
。 

（
東
京
都
に
準
ず
る
も
の
か
要
確
認
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２ 引用条項の改正及び用語の整理 

建築基準法の一部改正に伴い、引用条項を改めるとともに、「建ぺ

い率」の用語を「建蔽率」に改めることとした。 

３ その他規定を整備することとした。 

４ 施行期日 

平成30年４月１日 

 

 

 

４ 

 

三鷹市山本有三記念館条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 年間パスポート料の新設 

区   分 金   額 

年間パスポート料 1,000円 

※ 年間パスポート料を納入した者には、年間パスポート（交付を受けた日

から起算して１年を経過する日までの間において、三鷹市山本有三記念館

に入館することができる券をいう。）を交付する。 

２ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

平成 30 年４月１日。ただし、２(2)は公布の日 

(2) 準備行為 

年間パスポートの交付に係る手続その他の行為は、この条例の施

行日前においても行うことができることとした。 

 

 

 

５ 

 

三鷹市立児童遊園条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 児童遊園の新設 

名   称 所 在 地 

下連雀さんりつ児童遊園 三鷹市下連雀八丁目３番１号 

２ 施行期日 

平成30年５月１日 
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６ 

 

 

三鷹市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 保険料を徴収すべき被保険者の追加 

  高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、保険料を徴収

すべき被保険者に、後期高齢者医療制度に加入の際、国民健康保険制

度の「住所地特例」（特定の施設に入所し住所が移った被保険者につ

いて、引き続き前住所地の被保険者となる特例をいう。）を受けてい

た者を加えることとした。 

２ その他規定を整備することとした。 

３ 施行期日 

平成30年４月１日 

 

 

 

７ 

 

三鷹市高齢者センター条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 高齢者センターの廃止 

名   称 位   置 

三鷹市高齢者センターどんぐり山 三鷹市大沢四丁目８番８号 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日 

平成31年４月１日 

(2) 経過措置 

この条例による改正前の三鷹市高齢者センター条例の規定によ

り利用した者に係る三鷹市高齢者センターどんぐり山の利用料に

ついては、なお従前の例によることとした。 

 

 

 

８ 

 

三鷹市立特別養護老人ホーム条例を廃止する等の条例 

 

 

１ 条例の廃止 

特別養護老人ホームどんぐり山を廃止することに伴い、三鷹市立特

別養護老人ホーム条例を廃止することとした。 

２ 特別養護老人ホームどんぐり山の管理方式の変更 

特別養護老人ホームどんぐり山の管理について、指定管理者制度か

ら市の直営に変更するため、規定を整備することとした。 
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３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

平成32年４月１日。ただし、２は平成31年４月１日 

(2) 三鷹市立特別養護老人ホーム条例の廃止に伴う経過措置 

１の規定による廃止前の三鷹市立特別養護老人ホーム条例の規

定により利用した者に係る利用料については、なお従前の例による

こととした。 

(3) 三鷹市介護サービス事業特別会計条例の一部改正 

三鷹市立特別養護老人ホーム条例の廃止に伴い、規定を整備する

とともに、経過措置を設けることとした。 

 

 

 

９ 

 

所得税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

１ 用語の整理 

所得税法の一部改正に伴い、次の条例について、「控除対象配偶者」

の用語を「同一生計配偶者」に改めることとした。 

(1) 三鷹市児童育成手当条例 

(2) 三鷹市心身障がい者福祉手当条例 

(3) 三鷹市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例 

(4) 三鷹市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例 

２ 施行期日 

  公布の日 
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三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 国民健康保険税の見直し 

 (1) 課税限度額の引上げ 

   次のとおり課税限度額を４万円引き上げ、課税限度額の総額を89

万円とすることとした。 

    ア  基礎課税分（医療分）   52万円→54万円 

イ 後期高齢者支援金等課税分 17万円→19万円 
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(2) 所得割額の算定割合の引上げ 

次のとおり所得割額の算定割合を 100 分の 0.3 引き上げ、所得割

額の算定割合の合計を 100 分の 8.0 とすることとした。 

  ア 基礎課税分（医療分）   100分の4.7→100分の4.8 

イ 後期高齢者支援金等課税分 100分の1.6→100分の1.8 

 (3) 均等割額の引上げ 

   次のとおり均等割額を2,400円引き上げ、均等割額の総額を４万

8,400円とすることとした。 

  ア 基礎課税分（医療分）  ２万5,000円→２万5,900円 

イ 後期高齢者支援金等課税分   8,500円→１万円 

(4) 保険税の減額 

低所得者世帯に対する保険税（均等割額）の軽減について、「５

割減額」の所得基準額については、基礎控除額33万円に加える額を 

被保険者等１人につき27万円から27万5,000円に、「２割減額」の所

得基準額については、同じく49万円から50万円に引き上げることと

した。 

２ 国民健康保険の都道府県単位化に伴う規定整備 

国民健康保険の都道府県単位化に伴い、規定を整備することとし

た。 

３ 施行期日 

  平成30年４月１日。ただし、１(4)は規則で定める日 
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三鷹市介護福祉条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 第１号被保険者の保険料に係る所得段階の変更及び額の改定 

旧（平成27年度～平成29年度）  新（平成30年度～平成32年度） 

 所得段階 区    分   所得段階 区    分 

１ 第１段階 

・生活保護受給者 

・市民税世帯非課税の老

齢福祉年金受給者 

・市民税世帯非課税で本

人の年金収入額及び合

計所得金額の合計額が

80 万円以下の者 

28,800 円 

 

１ 第１段階 

・生活保護受給者 

・市民税世帯非課税の老

齢福祉年金受給者 

・市民税世帯非課税で本

人の年金収入額及びそ

の他の合計所得金額等

(※)の合計額が 80 万円

以下の者    28,800 円 
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２ 第２段階 

市民税世帯非課税で

本人の年金収入額及

び合計所得金額の合

計額が80万円超120万

円以下の者 

   43,200円 

 

２ 第２段階 

市民税世帯非課税で

本人の年金収入額及

びその他の合計所得

金額等の合計額が80

万円超120万円以下

の者     44,400円 

３ 第３段階 

市民税世帯非課税で

本人の年金収入額及

び合計所得金額の合

計額が120万円超の者 

45,600円 

 

３ 第３段階 

市民税世帯非課税で

本人の年金収入額及

びその他の合計所得

金額等の合計額が

120万円超の者 

46,800円 

４ 第４段階 

市民税本人非課税で

世帯に市民税課税者

がいる場合で、本人 

の年金収入額及び合

計所得金額の合計額

が80万円以下の者 

58,800円 

 

４ 第４段階 

市民税本人非課税で

世帯に市民税課税者

がいる場合で、本人の

年金収入額及びその

他の合計所得金額等

の合計額が80万円以

下の者   60,000円 

５ 第５段階 

市民税本人非課税で

世帯に市民税課税者

がいる場合で、本人 

の年金収入額及び合

計所得金額の合計額

が80万円超の者 

66,000円 

 

５ 第５段階 

市民税本人非課税で

世帯に市民税課税者

がいる場合で、本人

の年金収入額及びそ

の他の合計所得金額

等の合計額が80万円

超の者   69,000円 

６ 第６段階 

市民税本人課税で合

計所得金額が120万円

未満の者   74,400円 

 

６ 第６段階 

市民税本人課税で合

計所得金額等(※)が

120万円未満の者 

77,400円 

７ 第７段階 

市民税本人課税で合

計所得金額が120万円

以上190万円未満の者       

82,800円 

 

７ 第７段階 

市民税本人課税で合

計所得金額等が120

万円以上200万円未

満の者   86,400円 
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※ 「その他の合計所得金額等」…「合計所得金額等（合計所得金額から長 

期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額）」から公的 

年金等に係る雑所得を控除した額 

２ 保険料軽減措置の継続 

第１段階に該当する者の平成30年度から平成32年度までの各年度にお

ける保険料の額は、１の規定にかかわらず、27,600円とすることとした。 

８ 第８段階 

市民税本人課税で合

計所得金額が190万

円以上290万円未満

の者     92,400円 

 

８ 第８段階 

市民税本人課税で合

計所得金額等が200万

円以上300万円未満の

者       97,200円 

９ 第９段階 

市民税本人課税で合

計所得金額が290万

円以上400万円未満

の者     96,000円 

９ 第９段階 

市民税本人課税で合

計所得金額等が300万

円以上400万円未満の

者      103,200円 

10 第10段階 

市民税本人課税で合

計所得金額が400万

円以上600万円未満

の者    105,600円 

10 第10段階 

市民税本人課税で合

計所得金額等が400万

円以上600万円未満の

者      114,000円 

11 第11段階 

市民税本人課税で合

計所得金額が600万

円以上800万円未満

の者    116,400円 

11 第11段階 

市民税本人課税で合

計所得金額等が600万

円以上800万円未満の

者      126,000円 

12 第12段階 

市民税本人課税で合

計所得金額が800万

円以上1,000万円未

満の者  123,600円 

12 第12段階 

市民税本人課税で合

計所得金額等が800万

円以上1,000万円未満

の者    134,400円 

13 第13段階 

市民税本人課税で合

計所得金額が1,000

万円以上1,500万円

未満の者 132,000円 

13 第13段階 

市民税本人課税で合

計所得金額等が1,000

万円以上1,500万円未

満の者   144,000円 

14 第14段階 

市民税本人課税で合

計所得金額が1,500

万円以上の者 

       140,400円 

 14 第14段階 

市民税本人課税で合

計所得金額等が1,500

万円以上2,000万円未

満の者   156,000円 

 15 第15段階 

市民税本人課税で合

計所得金額等が2,000

万円以上の者 

159,600円 
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３ 施行期日 

平成30年４月１日 
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三鷹市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 厚生労働省令の一部改正による指定地域密着型サービス事業者の

指定に関する申請者の追加 

  指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者について、看

護小規模多機能型居宅介護の指定の申請に限り、病床を有する診療所

を開設している者を加えることとした。 

２ 介護保険法の一部改正による指定居宅介護支援事業所の指定権限

等の移譲に伴う規定整備 

 (1) 指定居宅介護支援事業者の指定に関する申請者は、法人とするこ

ととした。 

(2) 指定居宅介護支援等の事業の基準は、規則で定めるもののほか厚

生労働省令で定める基準によることとした。 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

平成30年４月１日。ただし、１は規則で定める日 

(2) 省令改正への対応 

２(2)の規定において引用する関係省令の規定が改正されたとき

は、速やかに、この規定の改正の要否を検討し、必要に応じて、市

の実情に応じた基準の策定に取り組むものとすることとした。 
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三鷹市まちづくり条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 都市緑地法等の改正による都市計画法の一部改正に伴う規定の整

備 

新たな用途地域として、「田園住居地域」が追加されたことに伴い、

開発事業の規定を整備することとした。 

２ 施行期日 

平成30年４月１日 
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三鷹市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 趣旨 

都市公園法施行令の一部改正に伴い、条例委任された事項につい

て、基準を定めることとした。 

２ 運動施設の敷地面積の割合 

都市公園における運動施設の敷地面積の割合は、政令で定める基準

によることとした。 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

公布の日 

 (2) 政令改正への対応 

   ２の規定において引用する関係政令の規定が改正されたときは、

速やかに、この規定の改正の要否を検討し、必要に応じて、市の実

情に応じた基準の策定に取り組むものとすることとした。 
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建築基準法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 

１ 都市緑地法等の改正による建築基準法の一部改正に伴う規定の整

備 

 (1) 三鷹市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に

ついて、「建ぺい率」の用語を「建蔽率」に改めることとした。 

 (2) 次の条例について、引用条項を改めることとした。 

ア 三鷹市特別商業活性化地区内における建築制限に関する条例 

イ 三鷹市特別都市型産業等育成地区内における建築制限に関す

る条例 

ウ 三鷹市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

エ 三鷹市特別住工共生地区内における建築制限の緩和等に関す

る条例 

２ その他規定を整備することとした。 

３ 施行期日 

平成30年４月１日 

 

 



 

 

11 

 

 

16 

 

 

東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

 

１ 保険料軽減のための負担金制度の継続 

保険料の軽減措置を引き続き実施するため、平成30年度及び平成31

年度の２年間の時限措置として、審査支払手数料相当額、財政安定化

基金拠出金相当額、保険料未収金補填分相当額、保険料所得割額減額

分相当額及び葬祭費相当額を市区町村が負担することとした。 

２ 施行期日 

  平成30年４月１日 

 

 

17 平成 29 年度三鷹市一般会計補正予算（第５号） 

18 平成 29 年度三鷹市介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

19 平成 30 年度三鷹市一般会計予算 

20 平成 30 年度三鷹市国民健康保険事業特別会計予算 

21 平成 30 年度三鷹市下水道事業特別会計予算 

22 平成 30 年度三鷹市介護サービス事業特別会計予算 

23 平成 30 年度三鷹市介護保険事業特別会計予算 

24 平成 30 年度三鷹市後期高齢者医療特別会計予算 

 

〇 特記事項 

(1) 三鷹市民センター立体駐車場整備工事請負契約の締結について 

(2) 教育委員会委員の任命について 

(3) 監査委員の選任について 

(4) 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

(5) 三鷹市市税条例の一部を改正する条例 


